
 議案第１６号 

東京都板橋区教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

 上記の議案を提出する。 

  令和６年３月２７日 

提出者  板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

東京都板橋区教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 

東京都板橋区教育委員会事務局組織規則（昭和４３年板橋区教育委員会規則

第１号）の一部を次のように改正する。 

 第８条社会教育推進係の項中「シニア学習プラザ」を「グリーンカレッジホ

ール」に改める。 

  付 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

  

 （提案理由） 

  施設名称変更に伴い、所要の規定整備をする必要がある。 
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東京都板橋区教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○東京都板橋区教育委員会事務局組織規則 ○東京都板橋区教育委員会事務局組織規則 

昭和４３年３月30日板橋区教育委員会規則第１号 昭和４３年３月30日板橋区教育委員会規則第１号 

  

第１条から第７条まで（略） 第１条から第７条まで（略） 

  

（生涯学習課各係の分掌事務） （生涯学習課各係の分掌事務） 

第８条 生涯学習課各係の分掌事務は、次のとおりとする。 第８条 生涯学習課各係の分掌事務は、次のとおりとする。 

社会教育推進係 社会教育推進係 

(１) 生涯学習に係る企画及び立案に関すること。 (１) 生涯学習に係る企画及び立案に関すること。 

(２) 生涯学習の推進及び啓発並びに情報の提供に関すること。 (２) 生涯学習の推進及び啓発並びに情報の提供に関すること。 

(３) 生涯学習に係る関係機関との連絡調整に関すること。 (３) 生涯学習に係る関係機関との連絡調整に関すること。 

(４) 成人教育に関すること。 (４) 成人教育に関すること。 

(５) 社会教育施設に関すること。 (５) 社会教育施設に関すること。 

(６) 生涯学習センターとの連絡に関すること。 (６) 生涯学習センターとの連絡に関すること。 

(７) 八ケ岳荘及び榛名林間学園並びに教育科学館に関すること。 (７) 八ケ岳荘及び榛名林間学園並びに教育科学館に関すること。 

(８) 社会教育関係団体に関すること。 (８) 社会教育関係団体に関すること。 

(９) 社会教育指導員に関すること。 (９) 社会教育指導員に関すること。 

(10) ユネスコ活動に関すること。 (10) ユネスコ活動に関すること。 

(11) 板橋グリーンカレッジに関すること。 (11) 板橋グリーンカレッジに関すること。 

(12) グリーンカレッジホールに関すること。 (12) シニア学習プラザ   に関すること。 

(13) 課内他の係に属しないこと。 (13) 課内他の係に属しないこと。 

文化財係 文化財係 

(１) 文化財の保護及び保存に関すること。 (１) 文化財の保護及び保存に関すること。 

(２) 郷土史及び文化財の収集、保管、調査、研究に関すること。 (２) 郷土史及び文化財の収集、保管、調査、研究に関すること。 

(３) 郷土資料館との連絡調整に関すること。 (３) 郷土資料館との連絡調整に関すること。 

(４) 郷土芸能伝承館に関すること。 

 

第９条（略） 

(４) 郷土芸能伝承館に関すること。 

 

第９条（略） 

 


